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４月以降も、環境省によるごみステーションに出されたごみの回収を行います。

燃えるごみと燃えないごみに分け、中身の見える透明または半透明の袋に入れてお出しください。

なお、刃物や割れ物などの危険物は新聞紙や布類などで包み、「ワレモノ」などの表示をしてく

ださい。回収中の事故を防ぐためにご協力をお願いします。

粗大ごみの戸別回収も引き続き行う予定ですが、期間や回収事業者、お問い合わせ先等の詳細

は、決まり次第改めてお知らせします。
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国による家屋等の解体申請の受付を継続することとなりました。期間や受付センター等の詳細は

決まり次第、改めてお知らせします。
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　住民課除染環境係　　0240（34）0228

環境省福島環境再生事務所
浜通り北支所

　 0244（26）9912
受付時間：平日　８時30分～17時15分

※「ごみの出し方について」とお伝えください。

ごみの出し方についてのお問合わせ先

浪江町役場
住民課除染環境係

　 0240（34）0228
受付時間：平日　８時30分～17時15分
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